
県内に本社・支社・支店等の事業所を有する事業者
・県内に本社を有する企業は、県外及び海外のIT人材を正社員として雇用する場合
・県外に本社があり、県内に支店,支社等を有する企業は、
県外及び海外のIT人材を県内の事業所に原則３年以上所属する正社員として雇用する場合

県外及び海外のIT人材獲得にかかる経費
・人材紹介手数料
・人材受入れにかかる経費（企業が負担する、来県旅費等）
※詳細は下記のHPをご参照ください。

令和８年度
愛媛県IT人材獲得支援事業費補助金

STEP 1 STEP 2” STEP 4STEP 3 STEP 5

対象企業

対象経費

募集期間

事業の流れ

目    的
県内企業が即戦力となる優秀なIT人材を国内（県外）及び海外から獲得できるよう支援する
ことで、県内IT企業の振興ひいては産業DXの更なる推進を図ります。

STEP６

公益財団法人えひめ産業振興財団
愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点

TEL：089-960-1112
E-mail：projinzai@ehime-iinet.or.jp

えひめ産業振興財団HP：https://www.ehime-iinet.or.jp/    

プロフェッショナル人材戦略拠点HP：http://ehime-projinzai.jp/

令和８年４月１日（水）～令和９年１月15日（金） 
     ※予算の上限に達した場合には募集を締め切ります。

お問い合わせ

県内企業の県外・海外からの
IT人材獲得を支援します！

えひめ
産業振興財団
HP 

プロフェッショナル
人材戦略拠点 
HP

IT人材との
雇用契約を
締結

補助金
     交付申請

  (雇用契約締結日より15日以内)

人材紹介
事業者等へ

紹介手数料支払い

人材紹介
事業者等
との契約

実績報告書
提出

補助金
 交付

補助上限

（補助率：1／2)

100

交付規程等は
こちらを

ご覧ください！
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